
 

 

自転車乗車用ヘルメット購入助成事業について 
 

１． 背 景 

市は、これまで、令和５年４月１日の改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用

者に対して、ヘルメット着用が努力義務化されることを受け、制度の周知やヘルメット着用

についての啓発に努めてきた。 

一方、東京都においては、都民のヘルメット着用率が未だ低い状況に鑑み、着用促進の

取組として、市がヘルメット購入を補助する場合に、市が助成する額の１／２（１個当たり

1,000 円を上限）を補助する事業を令和５年６月１日より開始した。 

 

２． 目 的 

自転車乗車用ヘルメットの購入費用の一部を助成することにより、ヘルメットの着用を促

進し、交通事故時の被害軽減を図る。 

 

３．助成内容（予定） 

（１）助成対象者 

  立川市に住所を有する全ての方（年齢要件等を設けない） 

（２）助成期間 

  令和５年度（９月１日より開始）～令和８年度 

（３）助成額 

  ヘルメット１個当たり 2,000 円（購入価格が 2,000円未満の場合は、その額） 

（４）想定見込み件数（令和５年度分） 

  3,000 個分 

※東京都の自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金（補助限度額:３００万

円）を活用。本都補助は令和５年度～令和６年度を予定しており、令和６年度以降

の助成件数等については、都の動向を踏まえ各年度の予算編成の中で調整。 

（５）ヘルメットの助成要件 

（ア）令和 5年 9月 1日以降に事業協力店（市内自転車販売店など）において購入 

（イ）ＳＧマーク等の安全基準を満たす新品 

※助成回数は、１人当たり１回（１個）限り 

（６）助成方法 

事業協力店において、購入の際、その場で 1 人１回、2,000 円の値引きを受けること

ができる形式を予定 

事業協力店において、申請書の提出と身分証明書（運転免許証、保険証、マイナンバ

ーカードなど）の提示を想定 

 

４．令和5年度補正予算（予定） 

（１）自転車乗車用ヘルメット購入費助成：６００万円 

（２）消耗品・郵送料・助成事業チラシ等制作委託料：約 65万円 

（３）月給制会計年度任用職員報酬他：約２７０万円 

 

５．そ の 他 

今後、広報たちかわ（７月１０日号・８月２５日号）や市ホームページ等で周知 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ ９ 日 

環境建設委員会 報告資料１ 

まちづくり部交通対策課 


